
②パソコンまたはスマートフォンをお手元にご用意ください。

インターネットに接続
できる環境で操作する
ようにしてください。

①メールアドレスが手続に必要になります。
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ご準備ください

（町田地区グループ公益的活動団体）



① インターネットのGoogleやYahoo!等の検索サイトで
 「忠生公園」と入力し検索。

② 検索結果一覧に、「忠生公園」を紹介したページが数ヶ所表示されます。
 （ご使用のブラウザによって異なります）

③ 上記検索された内の「忠生公園 公式ホームページ」（公式を謳うものは1ヶ所
 しかありません）をご選択頂きクリックし下記画面を表示させる。

1-1．申請開始ページを開く

④ 画面内の 公益的活動団体  
をクリック。
スマホやお使いのブラウザによっ

  ては、画面構成が異なる事があり
  ますがメニュー内もしくは同画面
内の何処かに表示されています。



スマホでQRコードリーダーアプリを開き、
右のQRコード（二次元バーコード）
を読み取り、表示されたURLをクリック。

以降、【公益的活動】地域の公園をきれいにしませんか
に画面が切り替わる。

⑤もしくは

1-2．申請開始ページを開く



1-3．申請開始ページを開く

⑥ 左画面が表示されます。

画面を下にスクロールして

「オンライン登録・変更・

廃止申請」内の こちら を

クリックして下さい。

以降、町田市スマート申請画面に
切り替わります。



「新規登録またはログインして申請」

を選択してください。

2．スマート申請画面の確認
（町田地区グループ）と表示されている事

こちらをクリック
してください。

左画面が表示されます。カッコ内は
（町田地区グループ）が正しい入口です。

（町田地区グループ）と表示されない場合は
最初からやり直してください。

（町田市）他での表示は入口の間違いです。



〇アカウント登録

Grafferアカウントを新しく作成して
ください。

（新規アカウント登録をクリック！）

3-1． 代表者様変更等、新規のメアドで登録される方（昨年度から
変更なく同一メアドをご使用の場合は4-1へ進んで下さい）

新規登録は
こちらをクリック



〇新規アカウントの情報を入力する

各項目を漏れなく入力してください。

※今後も利用しますので、登録した
メールアドレスやパスワードは
必ず忘れないようにメモ等に
記録するようにしてください。

3-2． アカウント情報を入力する

同意事項の□をクリックしチェックを入れる。
Grafferアカウントに登録をクリック（これで
アカウントの仮登録完了します）。
一旦このページを閉じ、登録したメアドでの
メールを確認する。



①登録メールアドレス宛に、仮登録通知のメールが届きます。

②下線のあるURLをクリックするとアカウント本登録画面に進みます。

3-3．登録されたメアドへ仮登録通知メールが届く

このURLをクリックすると、本登録完
了画面に進みます。



※この画面が表示されずに、「Grafferくらしのてつづき 自治体公式ペー
ジ」が表示されたら、お手数ですが、もう一度忠生公園公式ホームページ
に戻り、「地域の公園をきれいにしませんか（公益的活動団体）」のペー
ジを検索し、「オンライン登録・変更・廃止申請」のリンクからログイン
ページに進んでください。

3-4．ログイン画面に進む

アカウント本登録完了
画面が表示されたら、

こちらをクリックして、
ログイン画面に進みます。



4-1．メールアドレスでログインを選択する

こちらの
「メールアドレスでログインする」
をクリックしてください。



4-2．メールアドレスとパスワードでログイン

アカウント登録時に入力した
①メールアドレス
②パスワード
をそれぞれ入力してください。

入力後、ログインをクリック



ログイン後、左のページが表示
されたら、

「利用規約に同意する」左の□に
クリックしてチェックを入れる。

画面下部の「申請に進む」をクリック
して先に進んでください。

5-1．利用規約に同意して、手続に進む



5-2．手続に必要な情報を入力する

申請される団体名称を入力。

入力を終えたら、
「一時保存して、次へ進む」を
クリックしてください。



5-3．手続に必要な情報を入力する（申請年度）

下向きボタンをクリックして、
当年度、次年度の選択をする。

入力を終えたら、「一時保存して、次へ進
む」をクリックしてください。

＊年度毎に新規登録が必要となります。
ご登録される年度をご選択ください。

【注】当年度、次年度の選択について
年度は、４月～翌年３月を指します。
本年3月までにご登録は次年度を選択。
本年4月以降でのご登録は当年度を選択。
（選択によって異なる次ページが表示されます）



5-4a．申請内容の選択（当年度を選択の場合）

登録の丸ボタンをクリックして選択

（登録後、年度内で変更、廃止が発生した場合は、
それぞれを選択）

入力を終えたら、「一時保存して、次へ進
む」をクリックしてください。



5-4ｂ．申請内容の選択（次年度を選択の場合）

登録の丸ボタンをクリックして選択

入力を終えたら、「一時保存して、次へ進
む」をクリックしてください。



5-5．代表者の情報

代表者の各情報項目を入力

入力を終えたら、「一時保存して、次へ進
む」をクリックしてください。



5-6．送付先の情報（任意）

代表者とは別に、送付先をご希望の場合（連
絡事務等ご担当の方がおられる団体様）はご
入力下さい。
ご入力頂くと、原則こちらへの郵送、連絡を
優先致します。

入力を終えたら、「一時保存して、次へ進
む」をクリックしてください。



5-7．団体の情報

該当するものをご選択ください。

教育機関、事業者でのご登録は謝礼金の対象
となりませんのでご承知おき下さい。

「次に掲げる要件を満たす団体」もしくは
「上記以外その他」をご選択頂くとそれぞれ
専用の回答項目が展開されますので、併せて
入力下さい。

会館等、団体所在地がある場合は入力下さい

入力を終えたら、「一時保存して、次へ進
む」をクリックしてください。



5-8．活動される公園の入力と活動内容の選択

活動される公園名を正式名称で入力。
10か所まで入力可。

活動される内容を左記よりご選択頂き、
当該項目の□をクリックして を入力。

入力を終えたら、「一時保存して、次へ
進む」をクリックしてください。



勘違いし易いポイントです。一字でも違う場合は
「はい」、全く同一の場合は「いいえ」の〇をク
リックし選択してください。

5-9a．口座情報確認（団体名と口座名義が同一の場合）

団体名：○○自治会
口座名義：○○自治会 代表□□
上記の場合、代表□□の個人名を除いたものが
一致していればOKとなります。

団体名と口座名義が異なる場合、町田市緑地課
へ別途委任状提出が必要となります。

入力を終えたら、「一時保存して、次へ進
む」をクリックしてください



勘違いし易いポイントです。団体名義と一字でも違
う場合、もしくは、団体名義ではなく、個人名義の
場合は「はい」の〇をクリックし選択してください。

5-9b．口座情報確認（団体名と口座名義名が異なる場合）

該当の〇をクリックして選択してください。団体
名と口座名義が異なる場合、別途町田市緑地課へ
署名捺印した委任状提出が必要となります。

委任状は忠生公園公式ホームページ（URL： machida-tadaopark.com）
より公益的活動団体→オンライン登録・変更・廃止申請内からもダウン
ロード出来ます。

入力を終えたら、「一時保存して、次へ進
む」をクリックしてください



口座名義人名に団体名をご使用の場合、
金融機関口座名の末尾に個人名が登録さ
れておりますが、本登録には、個人名は
不要です。団体名のみご入力下さい。

5-10．謝礼金振込先情報

入力を終えたら、「一時保存して、次
へ進む」をクリックしてください。

専任の会計担当の方がいる場合はご入力
下さい。



5-11 ． 活動に関する誓約

□はいにチェックを入れ「一時保存して、
次へ進む」をクリックしてください。



〇入力内容の確認

最後に、入力した申請内容に誤り
や漏れがないか確認してください。
修正する場合は右側「 編集」ボ
タンからも実施出来ます。

※画面は下にスクロールすると続
きの部分が表示されますので、全
ての入力内容をご確認ください。

5-12．申請情報の入力内容の確認



各項目を確認後、一番下にある、

「この内容で申請する」

をクリックすると、手続が確定
します。これで完了です。

お疲れさまでした。

※不備等がある場合は、当協会
より連絡させていただきます。

5-13．申請内容の確認 手続を確定する



ご不明点がございましたら下記までお問合せください。

忠生公園管理事務所 公益的活動担当
０４２－７９２－１３２６

6．問合せ先について
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